


１、永代供養合祀墓「涅槃塔」の概要 
 お墓に関する事情が著しく変化する現代において、檀信徒の皆様

の様々な希望にお答えする為に「涅槃塔」を建立いたしました。「涅

槃」とはお釈迦様のお亡くなりになった姿の事であり、全ての迷い

が無くなった悟りの世界を表す言葉です。そのお釈迦様の下で、多

くの方が迷いから解き放たれ共に眠れますようにと願い「涅槃塔」

（ねはんとう）と名付けさせていただきました。涅槃塔の内部には

多くのお方のお骨が納められるようになっております。永代供養合

祀墓とは、たくさんの方が合同で眠り、お墓守はお寺が永代的に続

けていくお墓の事です。 

以下のような問題を抱えておられますお方にお勧の納骨方法です。 

☆お墓の後継者がいない。☆お墓を一家に一基建てる予定は無い。 

 永代供養合祀墓の利点といたしましては、瑞巖寺が墓守をしてい

きますので、後継者に悩む必要はなく、お墓参りに定期的に来られ

ない方でも安心です。もちろんご自分のお墓と思っていただきいつ

でも参拝することは可能です。また、最初の納骨のお手続きのみで、

その後の管理費等の費用は一切かかりません。生前予約も可能です。 

但し、天地天変・盗難等の損害に関する保証は一切できません。 



２、涅槃塔の納骨料について 
 基本プラン お布施：納骨料 30 万円 （※石板代 3 万円は別途） 

（お布施は参考に提示させていただきます。最終的にはお志です。） 

※内訳 納骨料20万円 永代供養料10万円（毎年お盆の供養） 

お骨は塔内の納骨棚に安置の後、最終的には塔下へ埋葬されます。 
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上記基本プランは１霊につき必要な費用です。但し、納骨方法や

永代供養の方法に応じて、個別プランを設定することが可能です。 

納骨棚は、将来的に安置場所が一杯になる事が予想されます。し

たがって古い方から順に、涅槃塔下部の納骨室へ納めさせていただ

きます。最初から棚には安置せずに納骨室で構わないというお方は、

納骨料を 15 万円とさせていただきます。（※石板代 3 万円は別途） 

また、ここでいう永代供養とは、次の４の資料に示す永代供養の

中の年に一度のお盆供養です。それ以上の供養や永代供養はお願い

しないという選択も可能です。数霊を1霊と考えることも可能です。 

  

涅槃塔内部の納骨棚 

 

涅槃塔下部の納骨室 



3、永代供養について 
●永代供養とは 
  永代供養とは、瑞巖寺が続く限り永代的にお寺で供養をしていく事を意味します。 
  自宅での毎月の御供養（月経）はできない為とお願いされる方も見えます。また跡

継ぎがいない為、将来の先祖供養や御自分の供養を心配される方がお願いされる事も

あります。または、御自宅での供養とは別にお寺でも供養を続けてほしいという意味

でお願いされる方等がみえ、永代供養の目的は様々です。 
  永代供養を御希望の方は、「故人のお戒名」、「水子之霊位」、「○○家先祖代々の精

霊」等永代供養をお願いしたい方をお知らせください。その方を瑞巖寺にあります、

合同位牌に登録させていただきます。そして永代供養されている方々の供養を毎朝の

お勤めの中で、住職が供養をさせていただきます。 
●永代供養料について 
 永代供養料とは、瑞巖寺の住職に未来永劫供養をお願いする為のお布施です。お布施

は志で構いません。頂きました永代供養料は、お寺の特別会計を作りましてそのお布施

を使って、瑞巖寺の仏具や設備等を整えさせて頂きます。購入させて頂いた仏具などに

は、戒名などを刻まさせて頂き、半永久的に御披露させていただきます。そのお礼とし

て毎日住職が供養をさせていただく訳です。 
 瑞巖寺では、志で頂いたお布施の内容により、お寺からの感謝の気持ちを以下の「読

み込み供養の頻度」というかたちで表させていただきます。永代供養は毎日行いますが、

それは合同供養です。読み込みとは個別に戒名などを住職が読み上げ供養をする事です。 
 

永代供養のお布施について 

種類 読み込み供養回数 お布施 

合同供養位牌登録 無し 志 

お盆供養 年 1 回 10 万円以上 

お盆+春彼岸供養 年 2 回 20 万円以上 

お盆+両彼岸供養 年 3 回 30 万円以上 

お盆+彼岸+正月供養 年 4 回 40 万円以上 

毎月命日供養 年 12 回 50 万円以上 

毎日供養 年 365 回 100 万円以上 

現在の瑞巖寺住職は 22 代目ですが、何代後になろうとも、瑞巖寺が続く限り、毎朝

のお経の中で御供養させて頂きます。もし、皆様方のお家が途絶え、御自分も含め先祖

の供養を御家庭で行えない状況になっても、お寺で御供養が続けられるという事です。

また、代々お家が続いている場合でも、御自宅のお仏壇とは別にお寺でも供養をすると

いう手厚い丁寧な御供養を続けられる事になります。ご検討の程宜しくお願い致します。 



４、涅槃塔納骨モデルケース紹介 
 涅槃塔への納骨はここまでに紹介させていただいた方法の組み

合わせによって様々な選択ができます。一つ例を挙げて紹介させて

いただきます。   （※石板費 1 枚につき 3 万円は別途） 

☆納骨対象者 3 霊（妻・父・母）の場合 

・ケース１ 3 名とも基本プランの場合 

30 万円×3 霊＝90 万円（3 名分の永代供養料含む） 

・ケース２ 妻のみ永代供養を年 3 回にした場合 

  妻 50 万円＋父 30 万円＋母 30 万円＝110 万円 

 ・ケース３ 父・母は棚には安置せず最初から納骨室にした場合 

  妻 30 万円＋父 25 万円＋母 25 万円＝80 万円 

 ・ケース４ 3 名とも納骨室で、父・母の永代供養をまとめた場合 

  妻 25 万円＋父 15 万円＋母 15 万円＋先祖代々永代供養 10 万円 

  ＝65 万円 

 ・ケース５ ご自身の生前予約を含め夫婦で納骨棚 

両親は納骨室。永代供養は全員まとめた場合。 

自分 20 万円＋妻 20 万円＋父 15 万円＋母 15 万円 

＋先祖代々永代供養 10 万円＝80 万円 



瑞巖寺永代供養合祀墓「涅槃塔」使用規則 
（規定） 
第1条 瑞巖寺永代供養合祀墓「涅槃塔」（以下、「涅槃塔」）を使用される方は

この規定の定めるところにより使用承諾を受けてください。 
（目的） 
第2条 本規則は、宗教法人瑞巖寺（各務原市那加北洞町 1-325、以下「当山」）

が運営する涅槃塔における納骨・埋葬及び管理と供養に関する必要事項

を定め、これが適切に行われることを目的とします。 
（資格） 
第3条 涅槃塔には、申込書と納骨料を収めた方であれば、国籍宗教の如何を問

わず、誰でも使用することができます。 
（納骨） 
第4条 涅槃塔への納骨方法は、「納骨棚」と「納骨室」とします。納骨棚の場

合は、一定期間納骨棚に安置（骨壺のまま）した後に、納骨室へと埋葬

する方式です。納骨室は最初から納骨室（骨袋に入れて）へと埋葬しま

す。納骨棚が一杯になった場合、古い方から順次納骨室へと埋葬します。

この期間のことを一定期間とします。 
納骨は、火葬されたお骨に限るものとします。但し、遺骨が土にかえっ

ている場合は、埋骨された場所の土をお骨とすることができます。 
（納骨料） 
第5条 涅槃塔使用者は、申込書と別に定める納骨料の納入をもって使用承諾を

受けるものとします。納骨料とは 1 霊につき必要となります。先祖代々

として 1 霊にまとめることも可能ですが、納骨棚に骨壺を複数霊安置し

て先祖代々とまとめることはできません。また、納骨料とは別に、永代

供養料を収めていただくことを原則とします。納めて頂いた納骨料・永

代供養料は返還することはできません。 
（天変地異等） 
第6条 当山は、天変地異等不可抗力による損害については、いい際の責任を負

いません。 
（規則の改正） 
第7条 本規則の改正は、当山護持会の役員会における良識ある協議をもって改

正できるものとします。 
（補足） 
第8条 本規則は、平成 27 年 9 月 1 日より施行します。 
 



 

５、新規区画分譲について 
  

現在瑞巖寺霊園には空き区画を分譲中です。 

新規区画希望者は、直ぐにお手続きをすることができます。 

 

・１区画（150cm×130ｃｍ）永代使用料 30 万円 

・１区画（150cm×150ｃｍ）永代使用料 35 万円 

・１区画（180cm×180ｃｍ）永代使用料 40 万円 

 

 ※別途年間管理費を毎年頂いております。1 区画につき 3,000 円 

 

・６で紹介する、見積もりのお墓石見取り図 

 
 
 
 
 
 



６、新規墓石建設費用について 

 



※メモ 


